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 動画の作成に協力いただける企業の募集の周
知をインターネットで行うにあたり、埼玉県様の
HPをお借りすることは可能でしょうか？埼玉県
様のHPをお借りすることができない場合は弊社
HP内で周知を行うことは問題ないでしょうか。

　協力企業の募集については、埼玉県のHP上
で募集することができます。受託者が県HPの
ページを直接作成することはできませんが、下
記担当と相談の上、県ＨＰ上で募集できます。ま
た、受託者のＨＰ上で周知することも問題ありま
せん。
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